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障害者虐待防止法で |よ、障がしヽ者への虐待を以下の 3つ に分けて、

①養護者による障がい者虐待

②障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待

③使用者による障がい者虐待

※養護者と|よ 障がしヽ者の身の回りの世話や金銭の管理などを行つている

家族や親族などをしヽしヽます。

※使用者とは主に障がい者を雇用する事業主などをいしヽます。

嘉

ぎゃくたい

たんとうまどぐち  そうだん

き てい

何人も障がい者に対 して、虐待をして lよならなしヽと規定されています。

障がい者への虐待はどこでも起こる可含♂性を持つてしヽます。

虐待を受けている障がい者やその周囲の方々、

差

警猛

軍

は あい

もし虐待があつた場合 |よ 、担当窓□に相談 しましょう。
Ⅲ`ヨ里雪
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た I

しょう           か た が た   しゅう い    ち い き   み ま も

障がいのある方々を周囲や地域で見守りましょう

よ

層がぃ署とは当株層がぃ、危話層がぃ、藉粘ピがぃ、その肥意野の
農脅Bの層がいがある者であつて、虐がぃ笈び程婆話層墾により継稀
雨に暫留坐紹琵は程婆坐鋸に桑目望な詢畿を皇ける期態(こある労をいい
ます。

※博讐署遭啓陽上髪でし、ぅ鱒がぃ響には、鱒警署手程を韻簿していない芳や18器柔

障がい者の虐待は身近なところで起こ

りますが、絡墾磋が普く、袈筈化しにくい

という特徴があります。障がい者が安心

して坐銘が選れるように、周山や妃競で

障がい者を見守りましよう。

また、周囲の方々からの挨拶や励まし

の警羮が、層がぃ署ゃ醤墨箸にとつて芯

の支えとなります。障がい者の特性を理

解して、障がい署を支援しましょう。

つか

疲れていませんか ?

このような方が

周囲にいませんか ?

満の方も含まれます。

よ う ご し ゃ   か ぞ く  か た が た   きゅうそ く   ひ つ よ う

養護者や家族の方々も休息が必要です

博がぃ署進符は、輝がぃに出する逸解

不足、介護疲れ、障がい者と養護者との

又咎餡粽の軽第など、様琴な姜歯が絡み

合つて亀こります。博がい署の外墨をす

る鳩答は、余談墾豊が覇掲して?¥ぃ、亀

域のさまざまなサービスも穫祗雨に莉馬
しましぶう。

また、心身ともに疲れ切つている養護

者には、息抜きや趣昧の時間をもち、リ

フレッシュすることが必要です。もし

困つだことがあれば、抱え込まずに担当

悲画に稲凱して、ァ汽バィスなどを皇け

52

障がい者とは?

（
ド

一

雨戸が閉まつたままで、姿を見かけない。

何日間も(洗濯物が干しつぱなしである。

郵便物かたまつたままになつている。

からだ きず

体に傷がある。電

これつて
ぎゃくたい

虐待ですか ?

ぎゃくたい  はんだん    ば あい

虐待を判断する場合の
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障がい者本人が何をされているのか分からない場合があります

障がいの種類などにより、障がい者本人が虐待されているこ

とを認識できない場合があります。また長い間、虐待を受ける

と障がい者本人があきらめてしまつていることもあります。障

がい署紫又の「占覺」lょ尚ゎずに期蹄することが哭所です。

POINT
】

1

衛日の介護が

大変で…

介護の

ストレスや

悩みが…

か ぞくかい  さん か

家族会に参加したり、

カウンセリングなども
り よう

利用してみましょう。

あります…

私 (養護者)にも

障がいが

養護者や家族の方々に

も障がいがあり、障が

い者に支援が行き届い

ていない場合は、専門

的な機関に支援しても

らいましょう。

難島哭訴ゃ通滸サービ
スなども利用してみま

しょう。し どう          ぎゃくたい           ば あい

しつけや指導といつて、虐待をしている場合もあります

「自/刀＼を傷つけてしまう」や「他人を傷つけてしまう」など、し

つけ、指導を理由に虐待が行われている場合もあります。虐待

をしている恨」の「自覚」は間わず、しつかりと見1丁又めましょう。
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醤墨響と鱈がぃ響悉又奉種得へのとらえ者が選う践答がぁります
施設で虐待が発生しても、養護者などは「面倒をみていただ

しヽているので仕方がない」などと思い、施設恨」に言えない場合

があります。あくまでも陣がい者本人を第一に考えて、虐待に

ついて判断しましょう。

つ

POINT

3
ましょう。



心当たりは

ありませんか ?
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障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加

え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。

身体的虐待の

ロ アザや傷が体にみられる

ω
●殴る、蹴る、つねる、

打撲 。やけどさせる。

●食べられないもの

無理やり口に入れ

´
つ
　
　
芍

0
ネグレクト

隠がい響を妾弱させるような著しい織餐、震蒔曽の服置、3ページの
1から3に掲げる行為と同様の行為の放置など養護を著しく怠ること。

ほう き  ほうにん

放棄・放任の

□ こわがつたり、おびえたり、
″

る。

13、 る

□蜃3名横ど格盈の | ω
●部屋に閉じ込める、

ベッドなどに縛り付ける。

たんとうしゃ  そうだん

担当者に相談するのをためらう

障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者にわいせつな行為

をさせること。

せいてきぎゃくたい

性的虐待の

にゅうよく              い Jζ くヽ  と  か

0入浴させなかったり、衣服を取り替えない。

●ゴミが散乱しているなど、住環境が悪い。

しょくじ  あた

0食事を与えない。

●必要なサービスを

豊けさせない。  /

ω
0障がい者本人の同意なしに

財産や預貯金を処分 。運用する。

●暫幣堅篭に豚姜な塾幾を解がい響紫スに
渡さない。

□身体から典霙、塞や ている′

// □いつも同じ服を着ている。

下着やシーツが汚れてしヽる

□遜端に墾蹟を歌える

□病気やけがをしても家族などが

病院へ連れて行つていない

隠がい響の財選をホ望に処努すること、その肥望譲鱈がぃ響からホ望
に財選どの約誘を0ること。

部屋が汚れていて、ゴミlよ放置したままに

なっている

けしヽざいてきぎゃくたい

経済的虐待の

ω
せいこう  せいてきぼうりよく せいてきこう い  きょうよう

0性交、性的暴力、性的行為を強要する。
せい き    せつしょく  せいてきざつ し

0性器への接触、性的雑誌やビデオを
み        し

見るように強いる。
イよだか

0裸にする、キスする、
こと ば  はつ      υ

わいせつな言葉を発する。

m
ど な              ぶ しょく    こと ば   あ

0怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴ぴ

せる。

0話しかけられても

差別的に扱う。

む し

無視する。

0子ども扱いをして

自尊心を傷つける。

性器の痛み、かゆみを訴える

卑猥な言葉を発するようになる

□樫桑を自分でよくいじるようになる

鰹がい箸に対する嘗しい暴讐受1越しく殖蘊蘭な錯隠受は未醤な逹飼
誦警銅その肥の澪がい暑Iと誓しぃな逸雨外榎を考える警動を符うこと。

しん り てきぎゃくたい

心理的虐待の

□未旨殊な霧き労をする、産桂を標つことが識難になる

□肛門や性器からの出伍、傷がみられる

□凸榜春為ゃ妥撃誘な黎農がみられる

ノマニック症状を起こす

摂食障害 (過食、拒食)がみられる

眠ることへの恐怖、不規貝」な睡眠、

夢にうなされる

□ 無力感、あきらめ、な|ずやりな

様子になる、顔の表情がなくなる

□賢整や弊整などの硬ズがあるにもかかわら

ず、身なりが貧しく、お金を使つている様子

がみられない

□日南生活に必要な金銭をもらつていない

□障がい者本人の矢[らないところで
ねんきん  ちんぎん      かん り

年金や賃金などが管理さイ孔ている

ロサービスの利用料や生沼費の

支払いができない

43

しゅう い   ぎゃくたい

周囲に虐待のサインは

ありませんか ?

4
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プライバンー

厳守 ! >

ださ 琴げヽ挙ダ

繹讐署進符瞬上屡では、進待を皇けたと態ゎれる層がい署を斃覧した

ものは騒やかに詣邑面籍などの整望悲首に遥祭することが尋鶏んけられ

ています。また、遥旱晨等を皇(すた輸堂は士望な匙笛なしに趨旱F等をした

署を轄卍させる樗旱Fを鶏らしてはならないと為卍されています。

進特に餡する遥報や稲獣は、詣≧雷詩の整望悲首や層がぃ署進符房上

センターなどが皇け侍けます。趨旱Fしたからといって未第」怒な最り縦い

を皇(サてはならないと屡輝で角卍されているので、送わず(こ遥旱F・ 弄目鉄

してください。

罐響磐哲啓に解 3藉獣や惑首

しょうがいしゃ心 く ししせ つしゅうじしゃなど     ぎゃくたい  ズ〕`ん す るそうだんまピぐろ

障害者福祉施設従事者等による虐 待に関する相談窓□

⑥範社会保険出版社

禁無断転載 830051
リサイクル通性で動 グリーン購入法

適合印刷物です

※当リーフレットの内容は主に厚生労働省資料「市町村・都道府県における

障害者虐待の防止と対応」(平成24年3月 )をもとに作成をしております。

通報する

があります !

ぎ む

義務

博がぃ暑

虐待防止
センダー

障がい者虐待防止センダーではこのような業務を行つています。

>通報や届出の受付

>鰹がぃ署ゃ醤墨署に対する稲鉄、指導、前警

のみししょうがいしゃきかんそうだんしえん

能美市障害者基幹相談支援センター

でんわ ばんごう

電話番号 OSO-2147-9808

メールア ドレス nomi.kikan④ gmail.com

のみししょうがいしゃぎゃくたいぼうし きょうせいかない

能美市障害者虐待防止センター (い きしヽき其生課内)

住 所 〒923-1297能 美市葉露薔 1110番地

でんわ ばんどう

電話番号 0761-58-2233
ばんごう

FAX番号 0761-58-2292

メールア ドレス ikttki@cityonomi.ig.jp

ふ くしか

福祉課

住 所
のみし らいまるまち ばんち

〒923-1297 含ヒ美市来丸唖「1110番地
でんわ 1よんごう

電話番号 0761-58-2230
ばんごう

FAX番号 0761-58-2294

メールア ドレス fukushH@city.nomi.ig.jp
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このFコ刷物は、印刷用の紙ヘ

リサイク,レできます。


